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〈研 究 ノー ト〉

トレーサビリテ ィシステムにおける安全 と安心

BSE陶 題の事例を中心に一

平 野 茂 実

は じめに

BSE(い わゆる 「狂牛病」)問 題 は,日 本人 の

「食」 に対する漠然 とした安心感 を吹 き飛ばすの

に十分な威 力 を持 った事件 であ った。BSE問 題

以外 に も,原 子力 発電所 の事 故 隠 し問題 な ど,

我々が 「専門家」に対 して抱いていた 「漠然 とし

た信頼感」が消 え失せ,急 速に不信 感が高まって

きた。そ してBSE問 題以降,「 専門家」の口か ら

は,「 安全」 の代 わ りに 「リス ク」 とい う言葉が

よ く聞かれるようになってきた。 こうした状況の

中で,リ ス ク と安 全 に関 して考察 す るこ とは,

我々に とって十分意味があ ることだ と思 われ る。

本稿 の 目的は,「 社会的安心」が達成 され るため

の条件 を,「 リスク」 と 「安全」,そ して 「専門家」

をキー ワー ドに して考察す ることである。議論の

発散 を防 ぐため,事 例 として取 り上げ る問題 を

「BSE問 題」のみ に絞 ったが,「 専 門家」 が重 要

な役割 を果たす他の問題(原 子力発電所の事故隠し

問題など)に も当てはめることがで きると考える。

1.BSE問 題

2001年9月 に 日 本 で もBSE(Bovine

SpongiformEncephalopathy:牛 海綿状脳症,い わゆ

る 「狂牛病」)に 汚染 された 牛 が発 見 され て 以 来,

食 の安 全 に対 す る社 会的 な不安 が高 ま って い る。

BSEは,1986年 に英 国で初 めて発 見 された牛 の

病 気 で,牛 の脳 の組 織 が スポ ンジ状 とな る こ とか

ら,牛 海綿 状 脳症 と名付 け られ た。 感 染 後2～8

年 の潜伏 期 間 を経 て,牛 は神 経 症状 を示 し死 に至

る。BSEは ウ イ ル スや 細 菌 に よ って 引 き起 こ さ

れるものではな く,タ ンパ ク質の一種であるプ リ

オ ンが異常な型 となった異常プ リオ ンが原因で発

症す る。 ウイルスや細菌の ように,接 触や空気 を

介 して感染することはなく,異 常プ リオ ンを含 ん

だ飼料 を牛が食べることによって引 き起 こされる

ものである。ただ し,プ リオンはタンパク質なの

で,冷 凍,過 熱 に よって消滅 す るこ とはない。

BSE感 染牛のほとん ど(9&8%)は 英 国に存在 し

ていた ものであ り1,同 国内の発生状況 をみて も,

異常 プリオンを含んだ飼料 を食べた牛の約3%が

発症する程度である。

BSEが 社 会的 に大 きな問題 となった理 由 は,

牛に発生す るBSEが,人 間に発生する変異型 ク

ロイツフェル ト・ヤ コブ病(vCJDと 略す)の 原

因 で は ない か との疑 いが 生 じた か らで あ る。

vCJDはBSE同 様,異 常 プリオ ンが原因で,脳

がスポ ンジのようになって しまう病気である。 こ

の病気にかかる と,ヒ トの脳 は致命的な損傷 をう

け,痴 呆状態になって死 に至る。現時点では,治

療方法は見つか っておらず,致 死率 は100%と い

われてい る。vCJD発 病の原因がBSE感 染牛 を

食べた ことであるという科学的 な証拠は,今 の と

ころ見つかっていない。 しか し,両 者には何 らか

の関係 がある とす る報告 もある'L。厚生労働者 も

ホームペー ジ上で 「…直接的な確認 はされていな

い ものの,動 物試験では(BSE感 染牛の特定部位

を食べたことが)原 因であ ることを示唆す る結果

が 示 さ れ て い ま す 。」 と 紹 介 し て い る

(http://www.mhiw.go.jp/topics/0103/tpO308-

1.html#1291)o

また,食 に関す る不安 をさらに煽 るような事件

として,ハ ンナ ングループな どによる 「牛肉偽装

(虚偽表示)事 件」が記憶 に新 しい。 これは,2001
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年12月,食 肉流通業大手のハ ンナ ングループの

副会長 らが共謀 して,大 阪府食肉事業協同組合連

合会が加盟業者 か ら集めた牛肉に輸入 肉が混 じっ

ている と知 りなが ら,BSEの 検査 済み証 明書 を

大量 にコピーす るなどしてすべてが国産牛 肉だ と

偽装 し,国 か らの助 成金 を詐取 した事件であ る。

ハ ンナ ンは,業 界団体の全国食肉事業協同組合連

合会に計573ト ンの買い上げを申請 し,助 成金約

10億984万 円を詐取 したことが明 らかになった3。

こうした 「食」 に関する様々な問題が起 こる中

で,農 林水 産省 は,平 成14年4月 に公表 した

「食 と農の再生プ ラン」 において 「食の安全 と安

心の確保」 を重要 な課題 として挙げ,い くつかの

施策をお こなった。牛肉 トレーサ ビリティ法の施

行はこうした取 り組みのひとつである。

2.牛 肉 トレー サ ビ リテ ィ

牛 肉 トレーサ ビリテ ィ法(牛 の個体識別のため

の情報の管理及び伝達に関する特別措置法)は 食に

対す る国民の不安 を解消 し,「 国産牛 肉の安 全 ・

安心 が確保」 されることを目指 して農林水産省の

主導 に よ り平成15年6月 に制定 され た(法 律第

七十二号,平 成15年6月11日)。ISO(国 際標準化

機構)に よる トレーサ ビリテ ィの定義 と しては,

「登録 された識別番号等 に よって履歴や使用法あ

るいは商品の所在や生 産加 工場所 を検索す る能

力」 とされ ている4。 農林水 産省 は,「 生産,処

理 ・加工,流 通 ・販売等の段階で,食 品の仕入先,

販売先 などの記録 を取 り,保 管 し,識 別番号等 を

用いて食品 との結 びつ きを確保す るこ とに よっ

て,食 品とその流通 した経路及び所在等 を記録 し

た情報 の追跡 と遡及 を可能 とす る仕組みである」

と,よ り具体的に述べている5。

トレーサ ビリテ ィシス テムを導入 する 目的 は

「国産牛 肉の安全 ・安心の確保」であ るが,具 体

的なねらいは次の とお りである。①食品の安全性

に関 して予期せぬ問題が生 じた際に,そ の原因究

明や,問 題食品の回収等 を迅速 ・容易に行 うこと

を可能 とす るこ と ② 食品の安全性や品質等に関

する消費者等への情報提供 に資す るとともに,表

示内容 の確認が容易になることを通 じて表示の信

頼を確保すること ③生産者や食品事業者の行 う

製品管理,品 質管理等の向上や効率化に資するこ

と,で ある。

牛肉 トレーサ ビリテ ィシステムの構築,運 用 は,

生産か ら流通の各段階で関わる業者 によっておこ

なわれる。独立行政法人家畜改 良セ ンター 儂 林

水産省の管轄)は,生 産,流 通 に至 る全 ての情報

をデー タベース化 し,イ ンターネッ トを通 じて情

報 を公開 している。以下は,生 産か ら消費者にわ

たるまでの過程 を簡略 に述べ た ものである(図1

参照)。

① 耳標装着

国内で生 まれ た全 ての牛 と輸入牛 に,10桁

の個体 識別番号が 印字 された耳標 が装 着 され

る。 取 り外 し禁止。

② 届出 と牛のデー タベース化

酪農家や肉用牛農家など牛の管理者及び と畜

業者 による届出に基づ き,個 体識別番号 によっ

て,そ の牛の性 別や種 別(黒 毛和種など)に 加

え,出 生か ら,肥 育 を経て屠畜(解 体処理)ま

での飼養地な どが デー タベースに記録 され る。

(法施行:平 成15年12月1日)

③ 番号表示 と取引の記録

その牛が屠畜 され牛肉 となってか らは,枝 肉,

部分肉,精 肉 と加工 され流通 してい く過程で,

その取引 に関わる販売業者や特定料理提供業者

な どに より,個 体識別番号が表示 され,仕 入れ

の相手先 などが帳簿 に記録 ・保存 され る。(法

施行:平 成16年12月1日)

④ 生産流通履歴の把握

これによ り,国 産牛肉については,牛 の出生

か ら消費者にわたるまでの間の追跡 と,販 売 さ

れている精肉などか ら牛の出生 までの遡及,す

なわち生産流通履歴 の把握(牛 肉 トレーサビリ

ティ)が 可能 となる。

⑤ 国産牛肉の安心確保

消費者は,表 示 されている個体識別番号 によ

り,イ ンターネ ッ トを通 じて牛 の出生か ら屠畜

までの生産履歴 を調べることができる。

ここに示す画像 は(図2,3参 照),筆 者が実
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図1独 立行政法人家畜改良センター資料より

[牛肉生産履歴情報把握制度のイメージ図]
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際にスーパーで購入 した牛肉を使 って,牛 肉 トレ

ーサ ビリテ ィシステムを利用 してみ た ものであ

る。パ ッケージの商品 シール上 に印刷 された10

桁の個体識別・番号(こ の場合はYl118255245)を 独

立 行 政法 人 家畜 改 良 セ ンター の ホー ムペ ー ジ

(http://www.nlbc.go・JP)か ら入力す ると,そ の生

産か ら店頭 に至 るまでの履歴が一覧で きる。 この

「飛騨牛」 は,生 後9ヶ 月までは北海道で育 って

いたこともわかる。

今回は,牛 肉に関 しての トL一 サ ビリティが法

律 により義務化 されたが,牛 肉以外の生鮮食料品

全般に関 しても,早 期実施のための準備 とシステ

ムの構築が進め られている。 また,こ のシステム

はあ くまで食品の追跡,遡 及のための仕組みであ

り,製 造工程での衛生管理 を直接 的に行 うもので

はない。

3.安 全 と安心

農林水産省が牛肉 トレーサ ビリテ イに関 して作

成 したパ ンフレッ ト(牛 肉の トレーサビリティと牛

の個体識別)に は,「 国産牛肉の安全 ・安心が確保

されます。」 とある。 この ように,「 安全」 と 「安

心」 は,政 府広報な どでは 「安全 ・安心」 とい う

かたちでセ ットにされ ることが非常 に多い。平成

16年7月,内 閣府 に よって行 われた 「安全 ・安

心に関する特別世論調査」や,農 林水産省の 「食

の安全 ・安心のための政策推進本部」 など,か な

りの数の 「安全 ・安心」表記 が確認で きる6。 そ

図2パ ッケージ上 の商品 シール
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筆者 が調べた限 りではあるが,安 全 と安心 を,

それぞれ別 の概 念 として使 ってい るケー ス もあ

る。平成8年 度の経済企画庁(当 時)に よる国民

生活 白書である。同白書のサブ タイ トルは 「安全

で安心 な生活の再設計」 であ り,「 は じめ に」 の

中で,安 全 と安心の概念について次の ように述べ

てい る。 「安全 と安心 の違い につ いて考 える と,

安全 とは,命 に関わるような問題であるが,安 心

とは,よ り広い概念であって,不 安がな く心やす

らかに生活で きる状況が保たれているかどうか を

さす言葉である。安全 にはおのず と保 たれるべ き

水準があるが,安 心 には限 りが ない。したが って,

安心 な状況 を作 り出すためには,無 限のコス トが

かか りかねない。 しか し,安 心の状況についての

意識調査や国際比較な どによって,日 本の ような

豊かな国 としてあるべ き安心の水準は,お のず と

限定できると思われる。本白書では,安 心の限界

も考慮 して記述 を進めた」 この 白書以降,安 全 と

安心がサブ タイ トルや 「はじめ に」の中で使われ

た もの と しては,平 成14年 度 農業 白書 の中の

「は じめに」があ るが,内 容 として は 「安心 と安
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全」 というように両者 を一体化 して使 っている。

平成8年 以降,「 安心の限界」 を強 く意識せ ざる

を得 ないような社会的 な出来事(原 子力関連施設

での一連の事故および事故隠し,BSE事 件や偽装牛

肉事件など)が 頻発 した ことと,政 府広報 な どに

よる 「安全 イコール安心」 とい う図式の強調 は,

なん らかの関連があるのか もしれない。

しか し,こ こで明確に してお くべ きことは,安

全 と安 心 は全 く別 の概 念であ る とい うことであ

る。 「安全」 は,科 学的な根拠 に基づ くものであ

り,リ スクとの関係 において一意に定義す ること

が可能であるが,「 安心」 は心理的 なものであ り,

個人によって感 じ方が異 なるため,か な らず しも

明確 に定義するこ とはで きない。 「安全 か どうか

は科学 的評価 で決 まる(客 観的)。 安心で きるか

どうかは心理 的な もの(主 観的)。 安全 と証明 さ

れて も安心 できない場合 も,安 全 と証明されてい

な くて も安心で きる場合 もあ る」7。 本稿での安

全 と安心 もこれに従い,両 者 を以下の ように定義

す る。

① 安全 とは科学的,客 観的な ものであ り,専

門家,供 給者側が もた らす もの

② 安心 とは心理的,主 観的な ものであ り,一

般市民,利 用者側が感 じるもの

安全 と安心の違 いは,日 常生活の 中で もたびた

び感 じることである。例 えば,無 農薬で栽培 され

た野菜 と,適 正量の農薬 を使 って栽培 された野菜

とでは,後 者の方が害虫や病気に犯 されている確

率が低 く,科 学的には より 「安全」であるに もか

かわ らず,「 無農薬」 の野菜の方 に 「安心」 して

しまうことがある。

BSEや 原子 力関連施設の ように,技 術 的 に高

度であった り,理 解するうえで相当量の知識が必

要 とされた りす る対象 につ いては,非 専 門家(一

般市民,利 用者,消 費者など)は その リスクを過大

評価 しがちである。つ ま り,技 術的 に安全である

とい う科学的(客 観的)事 実が,そ の まま安心へ

と結 びつ かないので ある。未 知の もの に対す る

(根拠なき?)不 安 を解消す るためには,専 門家が

「安全」 を非専門家 にも理解で きるように 「翻訳」

して伝える必要がある。

この ときの,「 安全」 と専 門家の立場 について

は,吉 川,白 戸,藤 井,竹 村(2003)に よるさら

に踏み込んだ考察がある。彼 らによれば,安 全に

ついて考えた とき,専 門家 によってその立場が大

きく3つ に分かれる と指摘する。

それ は(1)安 全基準が達成 されたことをもっ

て安全が確保 された と考える立場,(2)安 全基準

は達成 され なが らも社会 の合 意が得 られないた

め,そ の解決で きない部分の説明を 「安心」の確

保の問題 として考 えている立場,(3)安 全を技術

的 な安全だけでな く,社 会への配慮 とともに論 じ

る立場,で ある。

第1お よび第2の 立場 に よる安 全 の定義 を,

「よ り狭義 の定義 とみ なす こ ともで きるだろ う」

とし,こ の定義を 「技術的安全」と命名 している。

そ して第3の 立場 は,安 全の解釈 を安心(心 理的

な要因や社会の価値に配慮する)ま で含むものとし,

「安全学」(村 上,2003)を 提 唱する村上 をその代

表 としている。ただ し,安 心 につ いては 「解釈の

多様性があ り得る し,多 様 な解釈巡って意見の対

立 もあ り得 る」 と述べ,「 個々の領域の専門家の

立場 か らはs技 術的な安全基準 を達成 して も安心

が得 られない ことが,問 題 を難 しくしているよう

に見えるか もしれない」 と指摘 している。

4.安 全 と リス クの定義

こ こで,「 安全 」 と リス クの 関係 を考 え て み た

い 。工 学 の分 野 で 定義 され る 「安 全」 とは,「 リ

ス ク が 許 容 し う る範 囲 内 に収 ま っ て い る状 態 」

(松原,1989)と 考 え て よい だろ う。 国際安 全 規格

(ISO/IECGUIDE51:Safetyaspects‐Guidetines

fortheirinclusioninstandards)に よれば,安 全 と

は 「受 け 入 れ 不 可 能 な リ ス ク が な い こ と

(freedomfromunacceptablerisk)」 と定 義 されて

い る。 ここで い う リス ク と は,「 危 害 お よび健 康

障害 の 発生 確 率 とそ の ひ どさ(危 害あるいは損害)

の組 み合 わせ 」 の こ とであ る。 保 険業 界や 証券 業

界 で一 般 的 に 用 い られ て い る リス クの 考 え 方 も,

国際 安全 規格 の そ れ とほぼ 同様 で あ る。 例 え ば保

険 にお け る リス ク とは,確 率 と損 害 の程 度 の掛 け
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算 として定義 されてい る(こ の場合のリスクは金額

で表現される)。

このように,安 全 とは 「絶対」 を意味するので

はな く,リ スクとい う数量的概念が常 に残存する

ことを認めているのである。つ まり,仮 に残留 リ

ス ク(Residualrisk)が 残 っていて も,受 け入 れ

可能な リスク(Acceptablerisk)で あれば,安 全

(Safety)で あると言って良いことになる。

リス ク算定の手法は,分 野 において異 なるが,

中西他(2003)に よる 「一般的なプロセス」 とし

て記 された手法 を以下に示す(図4参 照)。 詳細 は

省 くが,そ の流れは①ハザー ドの同定,② エ ン ド

ポ イン トの決定,③ 暴露解析,④ 用量反応関係,

⑤ リスク算定,⑥ 不確実性解析,で ある。ハザー

ドの同定 とは,リ スクの原因 を特定す ることであ

り,BSEを 例 にとれば異常プ リオ ンであるa。 エ

ンドポイン トとは,評 価 の対象 にする 「よくない

出来事」 で ある。BSEの 発症 が それ にあた る。

暴露解析 とは,人 や生物がハザー ドに暴露 される

経路 と量 を明 らか にす るこ とで ある。例 えば,

BSE感 染牛(異 常 プリオンをもたらす〉の肉骨粉

を,そ の牛が どれ くらいの量 を摂取 したかが暴露

量 にあた る。用量 反応関係 とは,暴 露量(用 量)

の増加 に伴 って反応(有 害影響)の 出現率が増大

する関係 を示 した ものである。用量反応関係には,

閾値が ある場合 と無い場合がある。 リスクの算定

は,そ の リス クに曝 される個体(個 人)の 感受性

(閾値のレベル)と 暴露量 に基づいておこなわれる。

こうしてみ ると,リ スク算定のプロセスにおい

図4リ スク評価 のプロセス

(中西他(2003)よ り)

ハザー ド同定

↓
エ ン ドポイン トの決定

丁
暴露解析

V

用量反応関係

す
リスク算定

＼
不確実性解析

ては,対 象デー タの測定,収 集が大変重要になっ

て くるこ とがわかる。 リスクー安全一安心 という

流れの なかで,リ ス クに関す る事実(デ0タ)の

収集がすべての始 ま りだか らである。 リス クの実

態が不定形(不 明)で ある とすれば,測 定作業 は

それ を可能な限 り詳細 に描写す ることであ る。筆

者 は計測技術 に関 しては専門家ではないが,こ の

場合,「 リスクを特 定す るためにデー タを集める」

ので はな く,「 デー タを集めることで リスクを推

定する」 ことが必要であると考える。わか りやす

く言い換えれば,リ スクに関係する可能性のある

デー タ(物 理的,化 学的,生 物学的データ)に 関 し

ては,「 質 より量」で詳細 に収集,蓄 積 してお く

のである。 リスクの推定 は,デ ー タマ イニ ングの

手法 を使 って,大 量のデー タか ら決め手 となるデ

ー タを 「掘 り出す」 ことで可能になる(大 型の設

備機器の故障診断 ・予測手法には,こ うした思想に

近いものがい くつかある)。 最近はマ イクロプロセ

ッサの小型化,高 機能化 とともに コス トの低下 も

進み,以 前な らばか な りコス トのかか った計測デ

ー タの収集 も容易に行えるようになって きた。安

価 なインテ リジェン ト・セ ンサ も入手可能 になっ

ている。 また,イ ンターネッ トを使 えばデー タ通

信の コス トは大幅に下が り,パ ソコンも家電並み

に普及 しているので,デ ー タの蓄積管理 も簡単で

ある。

現在の牛肉 トレーサ ビリテ ィシステムも,単 な

る個体識別 システムか ら,リ スクー安全を管理す

る より高度なシステムへ と発展 させ てゆく必要が

ある。後述するが,非 専 門家が,詳 細 なデー タを

いつ で も容易に取得 で きるようになれば,「 社会

的安心」 を実現 できる可能性が大 きくなる。

5.リ ス ク コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン

社 会 的 な安心 を実 現 す るた め に,専 門家 と一般

市 民 が双 方 向 に コ ミュニ ケー トす るため の手 法 と

して,こ こ数年,リ ス ク コ ミュニ ケ ー シ ョンが提

唱 され,実 践 され る よ うに なっ て きた。 リス ク学

事典(2000)に は,リ ス ク コ ミュニ ケー シ ョンに

つ い て次 の よう記 され て い る。 「科 学 技 術 を含 め
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て世の中のあ らゆる事象 には,利 便性 と危険性が

含 まれている。 したがって,そ の危険性か ら市民

を守るために,情 報の所有者である行政や企業は,

事象の持つ利便性 と危険性 を市民に伝え,と もに

対応 を考 える必要がある。 この ように,対 象の持

つポ ジティブな側面だけではな く,ネ ガティブな

側面についての情報,そ れ もリスクはリスクとし

て公正 に伝 え,関 係者が共考 し得るコ ミュニケー

ションの ことを 「リスクコ ミュニケー ション」 と

いう。 また,リ スクマネジメ ントを人間集団 とし

て リスクと付 き合 う作法 と解 し,こ のための人々

の情報,体 験,感 性,叡 智の交流 と相互理解 を リ

スクコミュニケー ションと呼ぶ。 リスクに直面 し

た場合は,そ の回避や被害の削減,緩 和 などのた

めに戦略的 なマ ネジメン トを志 向す る こと も多

く,そ のために積極的な情報提示や意見の相互交

流 などによ りリスクコ ミュニケー ションが はか ら

れる。 リスク コ ミュニケー シ ョンは関係者の参

加 ・参画 を発展 させ なが ら,リ スクの理解 とそれ

へ の対処の行動 についての双方向の交流 を進める

ことで もある。 ここでは,コ ミュニケー ションも

広義のマネジメ ン トの一翼 を担 うものとして位置

付 け,両 者をまとめて解釈す る。」

内閣府食品安全委員会は,農 林水産省および厚

生労働省 と ともに,「 食品に関す る リス クコ ミュ

ニケー ション」 として,日 本各地で 「牛海綿状脳

症(BSE)対 策 に関する意見交換 会」 を平成16

年度に10回 以上 開催す るなど,積 極的な活動 を

展開 している。牛 肉 トレーサ ビリテ ィに関 しては,

平成15年12月 に 「食品に関するリスクコミュニ

ケー シ ョン(牛 肉の トレーサビリティ〉」 として,

消費者 団体 との施策意見交換 会が開催 され てい

る。

こう した リス クコ ミュニケー シ ョンは,BSE

問題や原子力関連施設の問題 などに端 を発 して,

盛ん に用 い られ るよ うになって きた手法 である

が,吉 川,白 戸,藤 井,竹 村(2003)で は,こ の

議論のあ り方には2つ の問題があると指摘 してい

る。第1は,専 門家が 「安心」 の概念 を,非 専門

家(一 般市民,消 費者)の 不合理 な反応 を表現す

るもの として,使 う場合があ ることであ る。すな

わち,専 門家が 自分の立場 のみ を念頭 に置 き,単

に安全基準や安全 目標の伝達手段 として しか リス

クコミュニケーシ ョンを見ていない場合があると

い う。 第2は,「 安心 」のあ り方 に人 々(一 般市

民,利 用者)の 知識の程度が検討 されてい ない こ

とであ る。例 えば,人 々(一 般市民,利 用者〉に

は,安 全に関する知識や情報がないにもかかわら

ず,無 自覚 に安 心 してい る場 合 があ る とい う。

BSE問 題 を例 に と り,「 問題が発覚す る以前 は,

おそ らく多 くの人々が販売 されている食品に問題

があるか も知れない ということを意識す ることは

あま りなかったので はないだろうか」 と述べ てい

る。 このような,人 々が知識や情報 を持たないに

もかか わらず無 自覚 に安心 している状 態を,「 無

知型安心」と定義 している。そ して 「無知型安心」

の状態 は,真 の社会的安心 とはいえず,望 ましく

ない ことだ としている。

吉川,白 戸,藤 井,竹 村(2003)は,こ うした

議論 を整理す るため,安 心の対極 にある概念であ

る 「不安」を心理的 な状態 として仮定 し,安 全 に

関す る情報(知 識)が ある場合 と無い場 合 との組

み合わせ を もって,4つ の象 限上にプロッ トして

いる(図5参 照)。

BSE問 題以降,ト レーサ ビリティに代表 され

図5安 心の分類(暫 定的 な理解枠組み〉

(吉川,白 戸,藤 井,竹 村(2003)よ り)
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る,情 報 を取得,精 査で きる仕組みが生 まれた こ

とに よ り,人 々(非 専門家)の 状態が 「無知型安

心」か ら 「能動型の安心」へ移行で きる可能性が

でて きた。 こう した社会的安心は,「 まさに情報

取 得 を経 て能動的に安心 してい る状態」であ り,

「目指すべ き望 ましい」状態である と述べている。

さ らに,不 安状 態か ら安心状態へ の移行 は,「 リ

スク削減 と参加 ・信頼 を通 して実現 で きる」 とし

ている。 この時に,専 門家が情報提供の役割 を果

たすだけでは十分ではな く,情 報の受 け手である

「一般の人 々に よる 自覚的 な情報取得,す なわち

学習 もあっては じめて能動型へ移行す ると考 えて

いる」 としている。

BSE問 題 は,非 専 門家 である一般市民,消 費

者が能動 的に情報(知 識)を 求 めて動 き出す きっ

かけにはなった。 リスクコミュニケー ションの よ

うな場 を作 ることで,専 門家 は情報 を開示 して分

か り易い説明 を心がけ,一 般市民,消 費者は自覚

的な情報収集 と学習によって知識 を得ることが期

待 される。また 「専門家だけでは社会的安心が達

成 されない とい う考えに基づ けば,非 専門家であ

る一般 の人々が関わる学習プログラム としてどの

ような ものがあ り得るのか とい うことを考えるこ

とも重要 になる」であろう。

筆者は,吉 川,白 戸,藤 井,竹 村(2003)に よ

る上述 の ような安全 と安 心 に関す る問題 の整理

と,受 動型か ら能動型への移行が,社 会的安心 を

実現する ものだ という議論には,全 面的に同意す

るものである。ただ し,こ の議論 においては,問

題解決のための処方箋が示 されていない点 を確認

してお きたい。同論文は,あ くまでも安全 と安心

の 「あ り方」の論議なのである。

6.安 全 に関する 「専門家」問題

さて,BSE問 題 の発生 によって,国 内の牛 肉

消費量 は どのように変化 したのだろ うか。「畜産

物の需給～その動向 と見通 し～,農 林水産省発表

資料,平 成15年5月 」 によると,「 牛肉の家計消

費量(生 鮮)は,平 成13年10月 には(筆 者注:

同年9月 にBSE問 題が発生),12年 同月の約4割

水準 まで低下 したが,同 年ll月 以降消 費量は戻

りは じめた。14年 度 もこの傾向が概 ね継 続 して

いる」 となっている。つ ま り,ほ んの2ヶ 月ほど

大幅に落ち込んだが,そ の後消費量 は回復に向か

っている。BSE問 題発生後の出荷 自粛や輸入停

止 などによ り,問 題発生前 よりも総量その ものは

減 ってはいるが,消 費量 は順調に伸 びてい るので

ある。

この ように,極 めて短期間のうちに,消 費量が

ある程度回復 したのはなぜだろ うか。 もちろん,

行政当局の素早いアクションや広報活動が奏功 し

た と考え られな くはない。 しか し,消 費量の回復

が即ち 「不安か ら安心への移行」 によるものであ

る と考えるのは,妥 当ではないだろう。実際,そ

の後の牛肉偽装事件や,鳥 イ ンフルエ ンザ事件 な

ど,日 常的に食肉に関す る トラブルが報道 されて

いる事実 を考えれば,多 くの消 費者が 「無知型」

にせ よ 「能動型」 にせ よ,「 安心」の状態へ移行

したとは考えに くい。む しろ度重なる事件報道 を

経 て,「 無 関心」 になった と判 断す る方が合理的

であるように思われる。 「無 関心」 な大多数の消

費者が,リ スクコ ミュニケー ションの場が与え ら

れたか らといって,急 に 「関心」が芽生えるとは

思 えない。また,い かに専門家が 「わか りやす く」

コ ミュニケー トしようとも,非 専門家 にとっての

安全情報 は,や は り理解が難 しい 「技術的情 報」

であることには違いない。 こうした点 を考 え合 わ

せると,一 般市民や消費者が,安 全 に関す る情報

や知識 を求めて 「能動的」 に行動す る(と いうこ

とは,あ る程度コス トを負担するということである)

とは考えに くい。

次 に,吉 川,白 戸,藤 井,竹 村(2003)で 言及

されている リスクコミュニケーシ ョンの第1の 問

題,す なわち,専 門家のス タンスに関する問題 を

考えてみ よう。専門家が 「安心」 を不合理 な概念

と考え,安 全基準や安全 目標の伝達手段 として し

か リスクコミュニケーシ ョンを見ていない場合が

ある とい う問題であ る。 もちろん,「 専 門家は,

当該 リス クの(科 学的)専 門家であることよりも,

リスク情報 を客観的に認識 し得る能力を備 えたコ

ミュニケーシ ョンの専 門家であることが求められ
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る」sと い う 「正論」 は多 くの文献やホームペー

ジ上 で見ることがで きる。 しか し,専 門家が 自ら

「社 会的安心」 を考慮す るようになるためには,

どのような仕組み な り方略が必要 なのかに関 して

は,具 体的な記述 を見つけることはできなかった。

例えば,原 子力関連施設における リスクコミュニ

ケーシ ョンの ように,高 度 な専 門知識 を分か りや

す く伝 えなけれ ばならない ような状 況において,

行政 当局がそ うした 「社会的安心 を十分に考 える

ことので きる専 門家を」常 に確保する とい う保証

もない。さらに,リ スク学事典(2000)に よると,

「専 門家 といえ ども一般の人々 と同 じように認知

のバ イアスか らは自由であるとはいえず,ま た さ

まざまな社会的要因によって,そ の判断は影響 を

受けているのである。」そ して,「 専門家間の リス

ク認知のギャップは,一 般の人々の持つ専 門家に

対す る信頼性 を損 なわせる原因になっている」 と

い う。

文部科学省 リスク ミレニアムプロジェク トのホ

ー ムペ ージの中に
,「 専 門家一 非専 門家 の関係」

とい う タイ トルで,次 の よ うな記述 が あ るiO。

「非専 門家 には非専 門家 な りの言い分や着眼点や

発想があ ります。専門家のなかには,こ れ らを稚

拙 な もの,非 科学的な もの と見な して,価 値のあ

るものと取 り上げようとしない人 も少な くあ りま

せんが,専 門家 と非専 門家 では目のつけどころが

異なるのは,お 互いの経験や知識,あ るいは背景

になってい る文化や思想 が異 なってい るか らで

す。 どちらが優 れているというものではな く,異

質 な ものだ と見 るこ とが で きれば よいのです。」

一読 してわか るように
,こ の一文は,非 専門家が

専門家 に接す る際の 「心構 え」 を示 したものであ

る。素直に解釈すれば,「 専門家のなか には,あ

なた(非 専門家)の 意見を稚拙な もの として無視

す る人もいるが,我 慢 しな さい」 と言っているよ

うに思われ る。

さらに問題になるのは,専 門家が 「安全」その

ものを軽視す るような行動 をとる恐れがあること

であ る。「専門家 といえ ども,組 織 の一員である

以上は,所 属す る組織 のあ りように影響 され る。

それぞれの組織 には特有の文化や風土があ り,そ

れが リスクコミュニケーシ ョンにとっては,障 害

になる ことがあ り得 る」(吉 川,2000)。 かつての

「薬害エイズ」 問題 での専 門家 の言動 を思い起 こ

せ ば,十 分 うなずけることである。専門家が リス

クに対 して,① 本 当に適切 な行動 をとっているの

か,② リス クコ ミュニケーシ ョンな どの場 におい

て 「嘘」 を言っていないか,非 専門家にはそれを

把握す ることがで きないのである。 この問題 を,

仮 に 「専 門家問題」 と名付け,次 章でプ リンシパ

ル ・エージェ ン トモデルを使って考えてみ る。

7.「 専 門家問題 」をプリンシパル ・エージェント

モデル で考 える

BSE問 題 や原子 力関連施設 の問題 において,

一般市民や消費者な どの非専門家 を 「プ リンシパ

ル」,行 政 や中立 的 な機 関 に所 属す る専 門家 を

「エー ジェン ト」 と考 えてみ よう。 プリンシパ ル

は,自 分ではおこな うことがで きない高度 に専 門

的な仕事 を,エ ー ジェン トに依頼 する。BSE問

題についていえば,エ ージェン トが依頼 された仕

事 は,畜 産農家や食 肉流通業者が安全基準 に則 っ

て食 肉を生産,流 通 させているか どうか(産 地や

消費期限を偽って表示 していないか,な ど)を 監視

することとである。 また,プ リンシパルである非

専 門家(一 般市民,消 費者)に 対 して,そ の事実

を伝 えて 「安心」して もらうことも必要であろう。

ところが,前 述の 「専門家問題」が存在す ると仮

定すれば,専 門家が必ず しも非専 門家の 「安心」

を考慮 して行動す るとは限 らない。そ して,正 し

く仕事 をこなす(牛 肉の安全の確保)と い う保証

す らない。 これは,プ リンシパ ルの望む ようにエ

ー ジェ ントが行動するとは限 らない,と いうエー

ジェ ンシー問題 として捉 えることがで きる。そ し

て,牛 肉の安全(リ スク)に 関する情報は,エ ー

ジェ ン トがすべて握 ってお り,エ ージェン トとプ

リンシパ ルの問 には情報の非対 称性が存在する。

したがってエージェ ントは,プ リンシパルの知識

の なさ(情 報の非対称性)に つけ こんで,手 抜 き

をして しまう(モ ラルハザー ドが生 じる)可 能性 も

考え られる。
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エージェ ンシー問題 と情報の非対称性 によって

モ ラルハザー ドが生 じるとき,そ の解決方法 とし

て は2つ 考 えられる。1つ の対処法 はインセ ンテ

ィブ契約をお こなうことである。このケースでは,

エージェン トの行動がよ く分か らな くて も,結 果

としてプ リンシパ ル(一 般市民や消費者)が 「安

心」で きるような説明な り説得 をお こなうことが

で きれば,何 らかの報酬をその対価 として支払 う

や り方で ある。 ただ し,BSE問 題 の ような,リ

ス クが発生する確率が非常 に小 さく,事 後的 に監

査することが難 しい問題に関して は,効 果的 なイ

ンセ ンテ ィブ契約 を作 るのは困難である。エージ

ェ ン トが 「ほとん ど起 こ らない(で あろう)リ ス

クを精査するよりも,虚 偽のデー タをでっちあげ

て,プ リンシパ ルを表面的に 「安心」 させるだけ

で済 ませた方が楽である」 とい うモ ラルハザー ド

を引 き起 こす こ とも,十 分あ り得 るか らであ る。

これでは,プ リンシパル(一 般市民,消 費者)は,

「虚偽の能動型安心」の状態 に置 かれ ることにな

る。これは 「無知型安心」 と同様,望 ましくない

状態であるといえ よう。

もう1つ の対処方法 は,モ ニ タリングをおこな

うことである。エージェン トの行動 を,プ リンシ

パルが常に監視で きれば,モ ラルハザー ドの問題

は解消で きる。エー ジェン トがプリンシパルの望

むような行動 をとらなければ,直 ちに,報 酬 を払

わない とか訴訟 を起 こす といった行動 をとればよ

いか らである。ただし,モ ニタリングをお こなう

場合に問題 となるのは,そ のコス トである。一般

的 な取引においては,十 分なモニタリングをお こ

なうことは,コ ス トがかか りす ぎて現実的ではな

い場合が多 い。BSE問 題 におけるモニ タリング

に関 しても,エ ージェン トである専門家の活動を

毎 日,24時 間監視す るこ とは,不 可能ではない

に しろ,や は りコス トの点 を考えると無理がある。

しか し,筆 者 は,現 在使われている牛 肉 トレ0サ

ビリテ ィシステムを 「高度な トレーサ ビリテ ィシ

ステム」に改良す ることで,こ の問題 を解決で き

る と考 えている1'。 「高度 な トレーサ ビリテ ィシ

ステム」 とは,直 接工一 ジェ ントの活動 を監視す

るのではな く,エ ー ジェ ン トの仕事 の対象(こ の

場 合,生 産,流 通過程 にあ る牛,牛 肉)を 常 時(24

時間,365日)ト レー ス で きる よ う な,高 機 能 の

トレー サ ビ リテ ィ シス テ ム を意 味 す る12。 「高 度

な トレーサ ビ リテ ィシス テム」 が で きれ ば,エ ー

ジェ ン トは その シス テ ム に よって,仕 事(生 産者

や流通業者の不正 を監視や警察への通報 など1り が 容

易 に なるた め,そ れ を使 う誘 因が生 じる。

また,こ の シス テム に よ り,プ リ ンシパ ル(一

般市民,消 費者)は,エ ー ジ ェ ン ト(専 門家)を 直

接 モ ニ タ リング しな くて も,望 ん だ よ うな仕事 を

エー ジェ ン トに させ る こ とが で きる。その 方法 は,

プ リン シパ ルが 「高 度 な トL一 サ ビ リテ ィシス テ

ム」 か ら得 た デー タを,単 に蓄 積 してお くだ け で

よい の で あ るM。 なぜ な ら,エ ー ジ ェ ン トは,

「プ リン シパ ルが 詳 細 なデ ー タを持 って い る」 こ

とを知 って い るの で,生 産,流 通 過程 で不 正が 起

きた場 合,「 プ リ ンシパ ル も,そ の 事 実 を把 握 し

て い る」 と考 える か らで あ る。 これ に よ り,エ ー

ジェ ン トは 「プ リン シパ ル は事 実(デ ー タ)を 知

っ てい るか ら,手 抜 きは で きない」 と考 え る。 も

ち ろん,プ リ ンシパ ルは,必 要 な らば蓄積 され た

デ ー タを使 って 「事 後 的 にモ ニ タ リ ング」 す る こ

と もで きる。例 え ば,蓄 積 され た デ ー タを洗 い 出

して,エ ー ジェ ン トの 過去 の仕 事 を 「監査」 す る

こ とな どが で きる。 この ように して,高 度 な トレ

ーサ ビ リテ ィシス テ ム を構築 す る こ とで ,間 接 的

な モニ タ リングが可 能 に な り,エ ー ジ ェ ン トのモ

ラルハザ ー ドを回避 で きる。

お わ りに

本稿 では,BSE問 題 を例 に とって,一 般市民

や消費者が 「不安」 な状態か ら 「安心」の状態 に

移行す るためには,「 専門家 問題」が解決 される

必要があること,そ して,そ の問題を解決する手

段 として 「安全」にかかわる詳細なデー タの利用

が有効 であることを示 した。

しか し,平 成8年 度国民生活 白書で述べ られて

いるように,「 安心 には限 りが ない」。仮に,専 門

家 と非専 門家 とが 「安全」 に関 して共通認識 を持

ち,両 者 のあいだに双方向の コミュニケーシ ョン
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が確立 された として も,「 安心」が生 まれる とい

う保証はない。両者のあいだに 「信頼関係」があ

って,は じめて 「安心」 が生 まれ る。 しか し,

「信頼」 は 「安心」以上に心理 的,文 化 的な概念

であ り,多 様 な解釈 が可能である。今後は,「 信

頼」 に関 して も考察 してゆ きたいと考えている。

注

1theOfficeInternationaldesEpizooties

(http://www.oie.int/eng/enindex.htm)の 調 査 報 告(1986～

2001.9.7)に よ る

2M.E.Bruce,R.G.Will,J.W.Ironside,1.McConnell,D.

Drummond,A.Suttie,L.McCardle,A.Chree,J.Hope,

C.Birkett,S.Cousens,H.Fraser,C.J.Bostock.Transmissions

tomiceindicatethaゼnewvariant'CJDiscausedbytheBSE

agentNaturel997;389:498.他

3牛 肉 偽 装 事 件 で,詐 欺 や補 助 金 適 正 化 法 違 反(不 正 受 給)な

どの 罪 に 問 わ れ た12人 の 初 公 判 が 平 成16年12月20日,大

阪 地 裁 で 開 か れ,被 告 ら全 員 が 起 訴 事 実 を 全 面 的 に 認 め た 。

(平 成17年1月7日,宮 崎 日 日新 聞他)

41SO8402-1994(2000年 にISO9000:2000に 統 合)"ability

totracethehistory,applicationorlocationofanentityby

meansofrecordedidentifications"

5「 食 品 の トレ ー サ ビ リ テ ィ シ ス テ ム の構 築 に 向 け た 考 え 方

(食 品 トレー サ ビ リ テ ィに 関 す る ア ドバ イザ リー 会 合 検 討 結 果

報 告)」 農 林 水 産 省,2004

6独 立 行 政 法 人 農 林 水 産 消 費技 術 セ ン ター の ホ ー ム ペ ー ジ 「食

の 安 全 ・安 心 情 報 交 換 ひ ろ ば 」(http://www.hiroba-cfqlcs-

gojp/)が,「 安 全 ・安 心 」 と い う表 記 を最 も多 く含 ん で い る

よ う に思 わ れ る 。

7山 田 由 紀 子(独 立 行 政 法 人 食 品 総 合 研 究 所研 究 官),「 食 品 の

安 全 性 と リ ス ク コ ミュニ ケ ー シ ョ ン」(食 の 安 全 に 関す る 意 見

交 換 会(平 成15年10月31日,於:札 幌 市)に お け る 講i演ス

ラ イ ド)

(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-

anzen/iken/dl/031031-2(i.pdf)

8た だ し,vCJDの 原 因 がBSEに よる もの で あ る との 確 証 は な

く,無 関 係 とす る 報 告 もあ る 。 「NewvariantC;reutzfeldt-

Jakobdisease:theepidemicthatneverwashGeorgeA

Venters,LanarkshireHealthBoard,Hamilton.BMJ

2001;323:858-861(130ctober)を 参 照 。

9升 本 和 彦 「キ ー ワ ー ド解 説:リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン」

㈱ 三 菱 総 合 研 究 所 ・社 会 環 境 シ ス テ ム 部 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://sociosys.mri.co.jp/keywords/024.html),2003

10リ ス ク ミL・ニ ア ム プ ロ ジ ェ ク ト(http://risk.env,eng.osaka-

u.ac.jp/risk/index.htm)

11現 在 の 牛 肉 ト レー サ ビ リテ ィ シス テ ム は,も ち ろ ん,エ ー

ジェ ン トの活動 を監視 す るもので はない。 あ くまで も,個 体

(牛)の 生産,流 通履歴 を記録 してお くだけの識別 システムで

ある。個体 を識 別する ための 「耳標 」(国 内で生 まれ た牛 と輸

入牛 すべ てに装着す る義務が ある)に は,10桁 の個体識 別番

号 が印字 され てお り,こ の番号 は農林 水産大 臣 によ り作 成 さ

れた個体 識別台 帳 に記 載 されてい る(独 立 行政法 人家畜 改良

セ ンターに委任)。

12牛 肉 トレーサ ビ リテ ィシステ ムの改良 につい ては,現 在使

われ ている 「耳標」 その もの を変 える こ とで実現 で きる。具

体 的 に は,「 耳標 」 をRFID(無 線 タグ)化 す るこ とで あ る。

RFID(RadioFrequencyIdentification)と は電波 を利用 した

認証技術 の ことで,電 波 に よる非接触通信 とICチ ップの組 み

合 わせ技術 で ある。RFIDは,ラ ベ ル状 に加 工 された ア ンテ

ナ付ICチ ップをモ ノ(対 象物)に 付与 し,そ こに記憶 され た

情報 を り一 ダ ・ラ イタ と呼ばれ る装置 で読み取 る こ とで,物

体認 識 をお こな う。 今後,RFIDの コス トが下 が り,個 体 識

別用 の 「耳標」すべ てがRFID化 すれば,「 耳標」 の不正付 け

替 えな どの生産履歴 の改 ざん も防 ぐことが で きる ようになる。

さ らに,無 線の(読 み取 り)到 達距離 を数 メー トルに まで伸

ばす ことが で きれ ば(現 状 は1メ ー トル程 度),「 毎 日,24時

間監視す るモ ニ タリ ング」す る こと も可能 なる。生 産,流 通

の全て の段 階 で,常 時 個体の存 在 を把 握す るため には,ポ イ

ン トとなる各所 に漏 れな くリー ダ(読 み取 り装置)を 設 置 し

なけれ ばな らない。 この点 に関 しては,コ ス ト面 が ネ ックに

な るが,い くつ かの実 証実験 を経 て現実化 してゆ くもの と考

え る。 その 可 能性 を示 す取 り組 み と して,2003年7月 に,

RFIDを 使 っ た 「農産 物,生 鮮食 料品」 を対 象に した大 規模

な実証 実験が お こな われた こ とを付 記 してお く。(T-Engine

フォー ラム(ユ ビキ タスIDセ ンター),YRPユ ビキ タス ネッ

トワーキ ング研 究所,よ こす か葉 山農協,京 急 ス トア,東 京

大学坂村研究室 に よる実証実験(2003年7月 ～2004年3月),

(http://www.uidcenter.org/Japanese/projects.html))

13「 牛 の 「耳標」 を付 け替 え売却,男 を逮捕 ・北 海道」(日 本

経済新 聞,NIKKEINET,2004年12月8日),牛 の品種や 血

統 な どの情報 を管 理す る個 体識 別番 号が 記載 され た 「耳標 」

を別の牛 に付 け替 え,血 統書付 きの牛 と偽 って販売 した と し

て,北 海道 警北 見方面 本部 と北 見署 は7日,詐 欺 と牛 肉 トレ

ーサ ビリテ ィ法違 反の疑 いで,小 清水町の家畜 商 を逮捕 した。

道 警 による と,牛 肉 トレーサ ビ リテ ィ法違反 で逮捕 した のは

全 国で初めて。

14「 高度 な トレーサ ビ リテ ィシス テ ム」 が,プ リ ン シパ ル

(一般市民,消 費者)か ら自由にア クセ スで きる ことが前提 と

なる。
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